
６

広
報
は
や
ま

月
号

１１

ここここここここここここここここここここここここここここここここのののののののののののののののののののののののののののののののの社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会この社会
ああああああああああああああああああああああああああああああああななななななななななななななななななななななななななななななななたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたのののののののののののののののののののののののののののののののの税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税がががががががががががががががががががががががががががががががが　　あなたの税が

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいききききききききききききききききききききききききききききききききてててててててててててててててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる　　　　　いきている
１１月１１日～１７日は、税を知る週間です

　

税
は
、
私
た
ち
が
豊
か
で
安
定
し
た
暮
ら

し
が
で
き
る
よ
う
、
国
が
活
動
す
る
た
め
の

大
切
な
財
源
で
す
。
正
し
い
税
の
意
義
や
役

割
に
つ
い
て
、
正
し
く
理
解
し
て
い
た
だ
け

る
よ
う
各
種
行
事
を
全
国
的
に
行
っ
て
い
ま

す
。平

成
十
五
年
分

年
末
調
整
等
の
説
明
会

日
時　

十
一
月
十
七
日
（
月
）

　

十
三
時
三
〇
分
〜
十
六
時

場
所　

葉
山
町
役
場　

四
階
大
会
議
室

問
合
せ

　

年
末
調
整
・
法
定
調
書
は
、
鎌
倉
税
務
署

　

�
〇
四
六
七－

二
二－

五
五
九
一

　

給
与
支
払
報
告
書
は
、
町
税
務
課

　

�
内
線
二
五
一

青
色
決
算
・
消
費
税
等
説
明
会

日
時　

十
二
月
九
日
（
火
）

　

十
三
時
三
〇
分
か
ら

場
所　

葉
山
町
商
工
会
館
二
階
会
議
室

問
合
せ　

鎌
倉
税
務
署

　

�
〇
四
六
七－

二
二－

五
五
九
一

　

内
線
二
一
二

消
費
税
法
の
一
部
が
改
正

　

消
費
税
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
原
則
と

し
て
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ

ま
す
。

①
事
業
者
免
税
店
の
引
下
げ

　

納
税
義
務
が
免
除
さ
れ
る
課
税
期
間
の
基

準
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
の
上
限
が
一

千
万
円
（
現
行
三
千
万
円
）
に
引
下
げ
ら
れ

ま
す
。

②
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
上
限
の
引
下
げ

　

簡
易
課
税
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
課
税
期
間
の
基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売

上
高
の
上
限
が
五
千
万
円
（
現
行
二
億
円
）

に
引
下
げ
ら
れ
ま
す
。

③
中
間
申
告
の
申
告
・
納
付
回
数
の
改
正

　

直
前
の
課
税
期
間
の
年
確
定
消
費
税
額
が

四
千
八
百
万
円
（
地
方
消
費
税
込
み
の
場
合

六
千
万
円
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
年
十
一

回
の
中
間
申
告
・
納
付
を
行
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

④
課
税
期
間
の
特
例
（
課
税
期
間
の
短
縮
）

の
改
正

　

新
た
に
一
月
の
期
間
を
課
税
期
間
と
す
る

特
例
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

⑤
総
額
表
示
の
義
務
付
け

　

課
税
事
業
者
が
取
引
の
相
手
方
で
あ
る
消

費
者
に
対
し
て
商
品
等
の
販
売
、
役
務
の
提

供
な
ど
の
取
引
を
行
う
に
際
し
、
あ
ら
か
じ

め
そ
の
取
引
価
格
を
表
示
す
る
場
合
に
は
、

消
費
税
額
（
地
方
消
費
税
額
を
含
む
）
を
含

め
た
価
格
を
表
示
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
ま
す
。

《
適
用
関
係
》

①
②
③
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
後
開

始
す
る
課
税
期
間
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

④
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
後
開
始
す

る
年
又
は
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑤
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
さ

れ
ま
す
。

　

年
末
調
整
等
説
明
会
や
青
色
決
算
・
消
費

税
等
説
明
会
に
お
い
て
、
今
回
の
改
正
点
に

つ
い
て
の
説
明
を
行
い
ま
す
。

問
合
せ　

鎌
倉
税
務
署

　

�
〇
四
六
七－

二
二－

五
五
九
一

　

個
人
事
業
者
は
、
個
人
課
税
第
一
部
門

　

法
人
は
、
法
人
課
税
第
一
部
門

税理士会による

税の無料相談

日時　１１月１３日（木）・１４日（金）

　１０時～１６時

場所　逗子市役所５階会議室

問合せ　東京地方税理士会鎌倉支部

　�０４６７－２５－５２２０



７

お
知
ら
せ

そ
の
油
断　

火
か
ら
炎
へ　

災
い
へ

秋
季
火
災
予
防
運
動　

十
一
月
九
日
〜
十
五
日

　

寒
気
が
流
れ
込
み
暖
房
な
ど
の
火
気
の
使

用
が
増
え
る
こ
れ
か
ら
の
時
季
は
、
火
災
も

毎
年
の
よ
う
に
増
加
傾
向
を
示
し
ま
す
。

　

そ
の
原
因
の
多
く
は
「
つ
い
う
っ
か
り
」、

「
こ
の
く
ら
い
な
ら
」と
い
っ
た
不
注
意
や
過

信
か
ら
出
火
、
発
見
の
遅
れ
、
初
期
消
火
の

失
敗
な
ど
が
重
な
り
、
築
き
上
げ
た
財
産
や

尊
い
命
が
炎
の
中
に
消
え
去
っ
て
い
ま
す
。

　

近
年
は
、
住
宅
火
災
に
よ
る
犠
牲
者
が
急

増
、
中
で
も
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
そ
の

割
合
の
多
く
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
秋
季
火
災
予
防
運
動
」
を
機
に
、

寝
た
ば
こ
や
ポ
イ
捨
て
を
し
な
い
な
ど
、
一

人
ひ
と
り
の
責
任
あ
る
防
災
生
活
、
ハ
イ
テ

ク
安
全
装
置
付
器
具
の
使
用
に
よ
る
出
火
し

に
く
い
環
境
づ
く
り
、
住
宅
用
防
災
機
器
や

防
炎
物
品
の
積
極
的
な
導
入
な
ど
で
火
災
が

出
て
も
大
事
に
至
ら
な
い
環
境
づ
く
り
に
加

え
、「
わ
が
町
か
ら
は
火
災
を
出
さ
な
い
」
と

い
う
地
域
ぐ
る
み
で
の
防
火
も
合
わ
せ
、
悲

惨
な
火
災
を
絶
滅
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

住
宅
防
火

い
の
ち
を
守
る
七
つ
の
ポ
イ
ン
ト　　

〜
三
つ
の
習
慣
・
四
つ
の
ポ
イ
ン
ト
〜

〔
三
つ
の
習
慣
〕

●
寝
た
ば
こ
は
絶
対
や
め
る
。

●
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
か
ら
離

れ
た
位
置
で
使
用
す
る
。

●
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る
と
き

は
、
必
ず
火
を
消
す
。

〔
四
つ
の
対
策
〕

●
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用
火
災

警
報
器
を
設
置
す
る
。

●
寝
具
や
衣
類
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め

に
、
防
炎
製
品
を
使
用
す
る
。

●
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、
住

宅
用
消
火
器
等
を
設
置
す
る
。

●
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
を
守
る

た
め
に
、
隣
近
所
の
協
力
体
制
を
作
る
。

問
合
せ　

消
防
総
務
課
予
防
係

　

�
八
七
六－

〇
一
八
〇

十
一
月
九
日
は

　

『
一
一
九
番
の
日
』

一
一
九
番
通
報
は
落
ち
着
い
て　

正
確
に
伝
え
ま
し
ょ
う

　

消
火
活
動
や
救
急
活
動
は
、
一
分
一
秒
を

争
う
時
間
と
の
勝
負
で
す
。
皆
さ
ん
の
正
し

い
一
一
九
番
通
報
が
、
迅
速
・
的
確
な
消
防

活
動
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

い
ざ
と
い
う
時
に
備
え
て
、
電
話
機
の
そ

ば
に
自
宅
の
場
所
を
説
明
す
る
方
法
や
電
話

番
号
な
ど
の
必
要
事
項
を
書
い
た
メ
モ
を

は
っ
て
お
く
な
ど
、
普
段
か
ら
落
ち
着
い
て

正
確
な
通
報
が
で
き
る
よ
う
に
心
掛
け
て
く

だ
さ
い
。

一
一
九
番
通
報
で
大
切
な
こ
と
は
…

①
火
災
・
救
急
の
別

　
「
火
事
で
す
」「
救
急
で
す
」
と
は
っ
き
り

言
う
。

②
場
所

　

住
所
は
正
し
く
、
近
く
の
目
印
と
な
る
目

標
物
等
を
言
う
。

③
火
災
・
救
急
等
の
状
況

　

状
況
に
つ
い
て
正
確
に
わ
か
り
や
す
く
言
う
。

④
通
報
者
の
氏
名
・
連
絡
先
等

　

通
報
者
の
氏
名
、
電
話
番
号
を
は
っ
き
り

言
う
。

　

携
帯
電
話
か
ら
の
通
報
は
、
一
部
の
地
域

で
使
用
で
き
な
い
場
所
・
感
度
の
悪
い
場
所

が
あ
る
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
在
、
葉
山
町
内
か
ら
携
帯
電
話
で
一
一

九
番
通
報
し
た
場
合
は
、
他
の
消
防
機
関
を

経
由
し
て
葉
山
町
消
防
本
部
に
つ
な
が
り
ま

す
。
現
在
地
と
使
用
し
て
い
る
携
帯
電
話
の

番
号
を
正
確
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

葉
山
町
消
防
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

�
八
七
五－

四
〇
〇
〇

　

消
防
署
で
は
、
火
災
・
救
助
・
警
戒
等
の

災
害
出
場
の
際
、
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
装
置

に
よ
り
、
発
生
時
間
・
場
所
・
災
害
種
別
等

の
案
内
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
医
療
機
関
の
紹
介
な
ど
緊
急
通
報

以
外
の
問
合
せ
は
左
記
で
対
応
し
て
い
ま
す
。

　

葉
山
町
消
防
署
指
令
係

　

�
八
七
六－

〇
一
一
九
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災害時、
　　自分たちの街は

自分たちで守る
　

災
害
時
に
い
ち
ば
ん
大
切
な
こ
と
は
、
命

を
守
る
こ
と
。
一
人
ひ
と
り
の
命
は
、
ま
ず

自
分
で
守
る
。
そ
し
て
家
族
、
ご
近
所
、
町

内
会
・
自
治
会
へ
と
助
け
合
い
の
輪
を
広
げ
、

「
自
分
た
ち
の
街
は
自
分
た
ち
で
守
る
」
と

い
う
意
識
を
高
め
て
ゆ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

災
害
の
規
模
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ

ど
、
消
防
機
関
な
ど
に
よ
る
十
分
な
防
災
活

動
は
望
め
ま
せ
ん
。
道
路
の
寸
断
、
交
通
渋

滞
、
通
信
回
線
の
混
乱
な
ど
が
救
助
活
動
を

妨
げ
る
か
ら
で
す
。
阪
神
淡
路
大
震
災
で
救

助
や
消
火
な
ど
の
防
災
活
動
を
行
っ
た
の
は

近
所
の
人
た
ち
で
し
た
。
日
ご
ろ
か
ら
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
が
盛
ん
だ
っ
た
地
区
ほ
ど

目
覚
し
い
防
災
活
動
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
普
段
か
ら
隣
近
所
と
の
交

流
が
災
害
時
に
大
き
な
力
を
発
揮
し
ま
す
。

●
あ
な
た
は
、
隣
近
所
と
交
流
が
あ
り
ま
す

か
？

●
町
内
会
・
自
治
会
が
主
催
す
る
行
事
な
ど

に
参
加
し
て
い
ま
す
か
？

●
あ
な
た
の
町
内
会
・
自
治
会
で
は
防
災
訓

練
を
実
施
し
て
い
ま
す
か
？

　

予
定
が
な
け
れ
ば
あ
な
た
が
企
画
し
て
み

て
は
い
か
が
で
す
か
。
消
防
本
部
が
懇
切
丁

寧
に
指
導
・
お
手
伝
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

消
防
総
務
課
防
災
係

　

�
八
七
六－

〇
一
四
七

葉
山
の
環
境
の
保
全
と
創
造
の
た
め
に

〜
葉
山
町
環
境
基
本
計
画
か
ら
⑤
〜

�

�

�

�
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�����������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

町民・事業者・町の
自主的取り組みの推進

【町民の行動】

�地域、団体による自主的な環境保

全活動に積極的に参加します。

�個人レベルから常に自分のできる

環境配慮を自覚して行動します。

【事業者の行動】

�地域、団体による自主的な環境保

全活動に参加､協力します。

�事業者及び従業員としてできる環

境配慮を常に自覚して行動します。

環境に配慮した行動指針

　

町
で
は
、
平
成
十
一
年
四
月
に
環
境
基
本

条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。
こ
の
条
例
に
掲
げ

る
基
本
理
念
の
実
現
に
向
け
て
、
平
成
十
三

年
三
月
に
環
境
基
本
計
画
を
策
定
し
、
環
境

の
保
全
等
を
総
合
的
・
計
画
的
に
推
進
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
基
本
目
標
④
「
環
境
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
の
形
成
」
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
町

民
・
事
業
者
・
町
の
自
主
的
取
り
組
み
の
推

進
」
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
、
そ
の
目
標

と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

【ホームページアドレス】
http://www.town.hayama.kanagawa.jp/j/plan/kanki4index.htm

基
本
目
標
④

環
境
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
形
成

　

こ
れ
ら
の
行
動
指
針
に
沿
い
、
町
民
や
事

業
者
が
自
ら
の
課
題
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

事
業
活
動
や
日
常
生
活
の
中
で
、
積
極
的
に

行
動
す
る
よ
う
努
め
ま
し
ょ
う
。

　

基
本
目
標
や
行
動
指
針
を
記
載
し
た
環
境

基
本
計
画
は
、
環
境
課
、
町
立
図
書
館
で
閲

覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
行
動
指
針
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

掲
載
し
て
い
ま
す
。
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介護保険料の納め忘れにご注意を
　皆さんに納めていただく保険料は、私たちの町の介護保険事業を運営するための大切な財源

となります。介護が必要となったときに安心して介護サービスを利用できるよう、保険料は必

ず納めてください。

　なお、保険料を納めないでいると、介護サービスを利用するときに次のような措置がとられ

ますのでご注意ください。

※外出等が難しく、納付が困難な人は、福祉課までご相談ください。
問合せ　福祉課　�内線２３１～２３３

　本来１割である自己負担

が、いったん１０割（全額）

を自己負担し、あとで町か

ら９割相当分の払い戻しを

受ける支払方法に変わりま

す（償還払い）。

１年間滞納した場合

　左記の９割相当分の払い

戻しを一時的に差し止めま

す。さらに滞納が続く場合

は、差し止めた額から滞納

保険料が差し引かれます。

１年６ヶ月間滞納した場合

　滞納期間に応じて、本来

１割である自己負担が３割

に引き上げられます。ま

た、高額介護サービス費が

受けられなくなります。

２年以上滞納した場合

公
共
工
事
の
お
知
ら
せ

請負者竣工期限施工場所工事種別

鹿島建設（株）
横浜支店

平成１７年
３月１８日

芝崎駐車場付近から
御用邸前までの県道

幹 線 築 造 工 事
（下水道工事）

（株）鹿島産業
葉山営業所

平成１６年
３月２５日

京急団地内青少年会
館付近の町道

管 路 敷 設 工 事
（下水道工事）

（株）山一施工
平成１６年
３月２５日

京急団地内青少年会
館奥の町道

管 路 敷 設 工 事
（下水道工事）

相馬建設（株）１２月１０日
イトーピア中央公園
付近の町道

マンホール蓋取替
（下水道工事）

大洋産業（株）
平成１６年
２月２７日

消防団第５分団詰所
付近の町道

道 路 整 備 工 事

流
燈
会
大
賞

荒
草
の
ぐ
っ
し
ょ
り
濡
れ
て
送
り
盆柳

田
昭
子

葉
山
町
長
賞　
　
　
　
　
　
　
　

杉
山
通
幸

葉
山
町
議
会
議
長
賞　
　
　
　
　

松
尾
憲
勝

葉
山
町
教
育
委
員
会
教
育
長
賞　

本
杉
純
生

葉
山
町
観
光
協
会
長
賞　
　
　
　

沼
田
重
吉

葉
山
佛
教
会
長
賞　
　
　
　
　
　

可
知
久
子

佳
作　

畠
山
和
子
、
後
藤
道
子
、
葉
狩
明
子
、

三
橋
蛮
子
、
本
杉
み
さ
子
、
深
瀬
常
子
、

葉
狩
志
朗
、
松
尾
憲
勝
、
杵
淵
蓉
子
、
米

田
宮
子

※
入
選
句
は
み
そ
ぎ
橋
（
森
戸
海
岸
）
わ
き

の
「
俳
句
掲
示
板
」
と
葉
山
し
お
さ
い
公

園
に
掲
示
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

浜
施
餓
鬼
実
行
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

葉
山
町
俳
句
協
会

第
十
四
回
流
燈
会

俳
句
入
選
者
（
八
月
十
七
日
）

お
知
ら
せ

明日のあなたを考えて…
年金はあなたが主人公です
　毎年１１月６日～１２日は「年金週
間」です。本格的な少子・高齢化
社会を迎えるなか、老後の生活の
支えとして、年金を生涯にわたっ
て保障し続ける国民年金制度の重
要性がますます増してきていま
す。国民年金制度を維持するため
には社会全体が連携し、国民一人
ひとりが保険料を納め、互いに支
え合うことが必要です。
◆納めていますか「国民年金」
　国民年金は、公的年金制度の中
核となる制度です。日本国内に住
んでいる２０歳以上６０歳未満の人は
国民年金に加入し、保険料を納付
することが法律で義務づけられて
います。
　保険料を滞納したり、未納した
りすると、老後に年金を受け取る
権利がなくなったり、支給額が減額
されたりするので注意が必要です。

社会保険庁


